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(57)【要約】
【課題】　異なるフォーマットを有する医用データをそ
れぞれ適切な表示形態で同時に表示する場合において、
従来に比して使い勝手が良く効率的にデータを提示する
こと。
【解決手段】本実施形態に係る医用データ提示装置は、
取得部、表示部、受付部、制御部を具備する。取得部は
、被検体について、複数の属性に対応する複数の医用デ
ータを取得する。表示部は、前記複数の医用データを属
性毎に分類し、それぞれの前記医用データを属性毎に割
り当てられた複数の提示領域に表示する。受付部は、前
記複数の提示領域の少なくとも一つにおいて、ユーザか
ら少なくとも一つの特徴の入力を受け付ける。制御部は
、前記少なくとも一つの特徴の入力に応答して、前記入
力を受け付けた提示領域以外の少なくとも一つの前記提
示領域において、前記特徴をハイライト表示する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体について、複数の属性に対応する複数の医用データを取得する取得部と、
　前記複数の医用データを属性毎に分類し、それぞれの前記医用データを属性毎に割り当
てられた複数の提示領域に表示する表示部と、
　前記複数の提示領域の少なくとも一つにおいて、ユーザから少なくとも一つの特徴の入
力を受け付ける受付部と、
　前記少なくとも一つの特徴の入力に応答して、前記入力を受け付けた提示領域以外の少
なくとも一つの前記提示領域において、前記特徴をハイライト表示する制御部と、
　を具備する医用データ提示装置。
【請求項２】
　前記医用データは、臨床注記、検体検査結果、医用画像データ、医用画像計測データ、
心電図データ、バイタルデータ、患者データ、モニタリングデータ、患者イベント、投薬
治療データ、薬の投与データのうちの少なくとも一つを含む請求項１記載の医用データ提
示装置。
【請求項３】
　前記特徴は、少なくとも一つの数値、数値範囲、テキストの少なくとも一部（単語、フ
レーズ、文章等）、図形、時間情報、テーブルの少なくとも一部、医用注記の少なくとも
一部、医用画像データの少なくとも一部、医用記録の少なくとも一部を含む請求項１又は
２記載の医用データ提示装置。
【請求項４】
　前記取得部は、複数の異なるデータソースから、データフォーマットを有する前記医用
データを取得し、
　前記制御部は、前記異なるデータフォーマットを有する前記医用データに含まれる前記
特徴を、対応付けてハイライト表示する、
　請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の医用データ提示装置。
【請求項５】
　前記表示部は、前記複数の提示領域のそれぞれにおいて、タイムライン、結果表、結果
リスト、チャート、プロット、グラフ、時間にわたる傾向グラフ、テキスト談話、医用注
記、患者特定データ、医用画像、のうちのいずれかの形態によって、対応する前記医用デ
ータを表示する請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の医用データ提示装置。
【請求項６】
　前記受付部は、前記複数の提示領域の少なくとも一つにおいて、ユーザから時間情報を
前記特徴として受付け、
　前記制御部は、当該前記入力を受け付けた提示領域以外の少なくとも一つの前記提示領
域において、前記受付けられた時間情報と合致する時間情報、前記受付けられた時間情報
に最も近い時間情報、前記受付けられた時間情報と合致する時間情報又は前記受付けられ
た時間情報に最も近い時間情報に関連付けされた医用データ、のうちの少なくとも一つを
ハイライト表示する、
　請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の医用データ提示装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記複数の提示領域において前記特徴をハイライト表示した場合に、前
記受付部が前記複数の提示領域のいずれかにおいて前記特徴に対する入力を受け付けた場
合には、前記複数の提示領域の残りの提示領域において前記特徴を連動して変化させる請
求項１乃至６のうちいずれか一項記載の医用データ提示装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記複数の提示領域の少なくとも一つにおいて、前記特徴を含む医用デ
ータについて、パン、ズーム、スクロールのうちのどれか一つを実行する請求項１乃至７
のうちいずれか一項記載の医用データ提示装置。
【請求項９】
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　前記制御部は、前記入力された少なくとも一つの特徴と関連付けられたメッセージを新
たに表示する請求項１乃至８のうちいずれか一項記載の医用データ提示装置。
【請求項１０】
　前記医用データは、脳卒中または脳卒中が疑われる場合、心臓病学、腫瘍学のうちの少
なくとも一つと関連付けられている請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の医用データ
提示装置。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　被検体について取得された、複数の属性に対応する複数の医用データを属性毎に分類さ
せる分類機能と、
　それぞれの前記医用データを属性毎に割り当てられた複数の提示領域に表示させる表示
機能と、
　前記複数の提示領域の少なくとも一つにおいて、ユーザから少なくとも一つの特徴の入
力を受け付けさせる受付機能と、
　前記少なくとも一つの特徴の入力に応答して、前記入力を受け付けた提示領域以外の少
なくとも一つの前記提示領域において、前記特徴をハイライト表示させる表示機能と、
　を実現させる医用データ提示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、医用データ提示装置及び医用データ提示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院システムによって、所定の患者について記録されたデータ量は、かつてないほど増
加している。データ量が増えるにつれて、臨床的な判断をするために、適切なタイミング
で適当な情報を通信する、最善な方法でこのデータを提示することは、益々意味のあるこ
とになる。
【０００３】
　臨床データは、例えば検査レポートとしてなど、一つのフォーマットで収集され格納さ
れていることがある。しかし、同じデータを、臨床的なワークフローにおいて異なるタス
クに相応しいと思われる、様々な異なる方法またはフォーマットで提示することは可能で
ある。
【０００４】
　臨床医は、一般的に、所定の患者に対して利用可能であるが別々の臨床データのアイテ
ムを沢山持っている。臨床医は、臨床データのアイテムを表示するための様々な方法が利
用可能だと思われる。このアイテムは、例えばマルチパネル臨床レビューアプリケーショ
ンを使用することによって、異なるコンテキスト内でおよび／または異なる関連データと
一緒に、表示されても良い。
【０００５】
　例えば、患者に対する検体検査結果の記録を検討してみる。検体検査結果の記録は、時
間にわたる傾向グラフの一部として、結果表の一部として、臨床イベントの時間記録の一
部として、および／または一回の治療のエピソードに対する要約レポートの一部として、
示されることがある。検体検査結果の記録は、臨床注記（例えば、段落書き）の一部とし
て見做される、および／または医療歴の一部としてリファレンスにされることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１４／０２９７２７８Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　臨床医は、異なるフォーマットを有する医用データをそれぞれ適切な表示形態で同時に
表示する場合、「最も上手くアライメントされた異なる表示と一つ以上の臨床タスクとを
簡単に切り替えたい」、「新たなコンテキストにおける関心のある記録を再び探すという
労力を回避したい」、等の要望がある。しかしながら、これらの要望を実現することがで
きる医用データ提示装置等は存在しない。
【０００８】
　本実施形態は、上記課題に鑑み、異なるフォーマットを有する医用データをそれぞれ適
切な表示形態で同時に表示する場合において、従来に比して使い勝手が良く効率的にデー
タを提示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本実施形態に係る医用データ提示装置は、取得部、表示部、受付部、制御部を具備する
。取得部は、被検体について、複数の属性に対応する複数の医用データを取得する。表示
部は、前記複数の医用データを属性毎に分類し、それぞれの前記医用データを属性毎に割
り当てられた複数の提示領域に表示する。受付部は、前記複数の提示領域の少なくとも一
つにおいて、ユーザから少なくとも一つの特徴の入力を受け付ける。制御部は、前記少な
くとも一つの特徴の入力に応答して、前記入力を受け付けた提示領域以外の少なくとも一
つの前記提示領域において、前記特徴をハイライト表示する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施形態に係る装置の概略図である。
【図２】図２は、実施形態に係る実行される処理の概要を描いているフローチャートであ
る。
【図３】図３は、カーソルを合わせて目立たせることを示している、実施形態に係るマル
チパネルディスプレイの概略図である。
【図４】図４は、その他のパネルにおける記録タイムスタンプを目立たせることを示して
いる、実施形態に係るマルチパネルディスプレイの概略図である。
【図５】図５は、照合データを見るために自動でスクロールすることを示している、実施
形態に係るマルチパネルディスプレイの概略図である。
【図６】図６は、記録リファレンスのテキストをハイライトすることを示している、実施
形態に係るマルチパネルディスプレイの概略図である。
【図７】図７は、グラフビューにおける臨床注記において説明されたデータのハイライト
することを示している、実施形態に係るマルチパネルディスプレイの概略図である。
【図８】図８は、実施形態に係る実行される処理の概要を描いているフローチャートであ
る。
【図９】図９は、臨床注記からのその他のビューにおけるリンクしたデータをハイライト
することを示している、実施形態に係るマルチパネルディスプレイの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施形態に係る医用データ提示装置１０が、図１に示されている。本実施形態において
、医用データ提示装置１０は、患者またはその他の被検体に対する医用データを提示する
よう構成されている。医用データは、例えば、臨床注記、検体検査結果、医用撮像データ
（医用画像データ）、医用画像計測データ、心電図（ＥＣＧ）データ、バイタルデータ、
患者データ（ＩＤ、性別、年齢、身長、体重、患者の生活に関するデータ等）モニタリン
グデータ、患者イベント、投薬治療データ、薬の投与データなどを具備することがある。
その他の実施形態において、医用データ提示装置１０は、任意の適切な医用データを提示
するよう構成されており、この医用には、獣医学を含んで良い。
【００１２】
　医用データ提示装置１０は、この場合パーソナルコンピュータ（ＰＣ）またはワークス
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テーションである計算装置１２を具備している。計算装置１２は、表示スクリーン１６ま
たはその他表示デバイス、そしてコンピュータキーボード、マウスなど、入力装置または
複数の入力装置１８に接続されている。その他の実施形態で、表示スクリーン１６は、入
力デバイス１８としての役割も果たすタッチスクリーンである。またある実施形態で、計
算装置１２は、例えばスマートフォンやタブレット型コンピュータなど、モバイルデバイ
スである。ある実施形態では、計算装置１２は、ケーブルによってまたはワイヤレスで接
続されている可能性もある、二つ以上の計算デバイスを具備する。
【００１３】
　計算装置１２は、メモリ２０から医用データを受信する。代わりの実施形態では、医用
データ提示装置１０は、メモリ２０の代わりにまたは追加で、一つ以上の更なるメモリ（
図示せず）から医用データを受信する。例えば、医用データ提示装置１０は、画像管理シ
ステム（ＰＡＣＳ）または、例えば検査データアーカイブ、電子カルテ（ＥＭＲ）システ
ム、または入退院移動（ＡＤＴ）システムなど、その他の情報システムの一部を形成し得
る一つ以上の遠隔メモリ（図示せず）から医用データを受信することも出来る。
【００１４】
　計算装置１２は、自動的にまたは半自動的に医用データを処理するための処理リソース
を提供する。計算装置１２は、中央処理装置（ＣＰＵ）を具備する。
【００１５】
　計算装置１２は、表示スクリーン１６上に複数の提示パネルについての医用データを表
示するよう構成された表示回路２４と、提示パネルを介してユーザからの特徴の選択を受
信するよう構成された選択回路２６と、更なる提示パネルの特徴をハイライトするよう構
成されたハイライト回路と、を含む。なお、「特徴」とは、例えば、提示パネルによって
提示される医用データが含む情報であって、少なくとも一つの数値、数値範囲、テキスト
の少なくとも一部（単語、フレーズ、文章等）、図形、時間情報（日程、時刻、期間）、
テーブルの少なくとも一部、医用注記の少なくとも一部、医用画像データの少なくとも一
部、医用記録の少なくとも一部、等である。
【００１６】
　本実施形態において、回路２４、２６、２８は、実施形態の方法を実行することが可能
なコンピュータ読み取り可能命令を有するコンピュータプログラムの方法であり、計算装
置１２においてそれぞれ実行される。しかし、その他の実施形態において、様々な回路は
、一つ以上のＡＳＩＣｓ（特定用途向け集積回路）またはＦＰＧＡｓ（フィールド・プロ
グラマブル・ゲート・アレイ）として、実行することも出来る。
【００１７】
　計算装置１２は、ハードドライブや、ＲＡＭ、ＲＯＭを含むＰＣのその他構成要素、デ
ータバス、様々なデバイスドライバを含むオペレーティング・システム、グラフィックス
・カードを含むハードウェアデバイスも包括する。このような構成要素は、明確にするた
めに図１には図示されていない。
【００１８】
　図１のシステムは、図３の概略図を参照して、図２のフローチャートにおける概要に例
示されている様な一連のステージを実行するよう構成されている。
【００１９】
　ステージ３０で、表示回路２４は、メモリ２０から医用データを収集する。その医用デ
ータとは、患者に関するものである。
【００２０】
　医用データは、複数の医用記録を具備する。本実施形態においうて、「医用記録」とは
、患者に関する記録された情報の任意のセットを指すために使用される可能性があること
に留意されたい。用語「医用記録」は、状況次第によっては患者について用意されたデー
タ全体を指すために使用されことがある。しかし、以下の説明においては、「医用記録」
は、個人の記録された情報のセットを指すものとして使用する。
【００２１】
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　それぞれの医用記録とは、例えば、臨床注記、看護記録、撮像データのセット、撮像計
測のセット、検体検査結果データのセット、患者モニタリングデータのセット、生体信号
データのセット、処方箋、投薬記録、患者から収集されたデータ、医用デバイスから収集
されたデータ、要約レポート、病歴レポート（ｍｅｄｉｃａｌ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｒｅｐ
ｏｒｔ：既往歴レポートともいう）、症例検討会レポート、課金レポート、放射線レポー
ト、患者イベントのセット、投薬治療データ、患者またはその他の被検体に関する投薬、
または記録データ、または任意のその他の適切な記録情報のセットを含むことが出来る。
【００２２】
　本実施形態において、表示回路２４によって収集された医用データは、患者について利
用可能な全ての医用記録を含む。その他の実施形態において、表示回路２４によって収集
された医用データは、例えば、特定の病院で、特定の医者による、特定の部門または関連
する特定の専門（例えば癌科）で、または特定の時間範囲内で、患者について利用可能な
医用記録のサブセットを具備することが出来る。
【００２３】
　本実施形態における医用データは、メモリ２０からのみ取得されたものであるが、その
他の実施形態では、医用データは、例えばネットワーク上の多重サーバーからなど、任意
の適切なメモリまたはデータストアから収集することが可能である。
【００２４】
　医用データは、例えば電子医用記録データについて任意の既知のフォーマットなど、任
意の適切な電子フォーマットにフォーマット化されていることもある。ＤＩＣＯＭ構造化
レポートは、使用可能なフォーマットの一例である。実施形態には、異なる医用記録が異
なるデータフォーマットを有するものがある。例えば、異なる医用記録は、異なるデータ
フォーマットを使用する異なるメモリから収集することが可能であり、または医用データ
の異なるタイプは、異なるフォーマットで記録することが可能である。データの中には、
構造化されているものもあれば、構造化されていないものもある（例えば、タイプされた
ノートは、コンピュータ入力を通して、または臨床注記のスキャンされたコピーでも良い
）。
【００２５】
　図２のフローチャートのステージ３２で、表示回路２４は、複数の提示パネル５０、５
２、５４、５６、５８に医用データのいくつかを表示する。提示パネルは、代わりにビュ
ーまたはウィンドウと呼ばれても良い。異なる提示パネルは、異なる提示フォーマットを
使用して、データを表示する。同じデータまたは対応するデータが、異なる提示フォーマ
ットで異なるように表示されても良い。例えば、実験結果のセットは、タイムラインビュ
ー上のボックスとして、そして結果表ビューにおける結果表として、提示することもでき
る。異なる提示フォーマットの詳細は、以下で述べられる。
【００２６】
　本実施形態において、提示パネルのそれぞれは、ユーザによって個別に操作されても良
い様に構成されている。例えば、ユーザは、提示パネルのそれぞれを別の位置へと移動し
たり、閉じたり、またはサイズ変更したり、またはパネルにおけるデータまたはその他の
コンテンツをパン、ズーム、またはスクロールしたりすることが出来る。その他の実施形
態において、提示パネルの一つ以上のいくつかのパラメータは、ユーザによって操作する
ことが出来ない様に固定することが出来る。
【００２７】
　図３において、第一の提示パネル５０は、タイムラインビューを有する。タイムライン
ビューの左右方向の軸６０は、時間を表す。図３の実施形態において、時間は日毎に示さ
れ、全部で一週間の範囲が示されている。その他の実施形態で、時間は、任意の適切な尺
度で示すことが出来て、例えば時間、分、週または月単位の任意の適切なスケールで表示
することができる。ユーザは、例えばパンすることまたはズームすることで、任意の適切
なコマンドを使用することで、タイムスケールを任意に調整出来る。
【００２８】
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　医用記録は、医用記録のそれぞれに関連付けられた時間に従って、左右方向の軸６０に
対して位置付けられたボックスによって表される。ボックスは、そのボックスが表す医用
記録のタイプによっても、グループ分けされる。図３の実施形態において、ボックスが投
薬治療（Ｍｅｄｓ）、検査結果（Ｌａｂｓ）、撮像結果（Ｉｍａｇｉｎｇ）、またはその
他の記録（Ｏｔｈｅｒｓ）かどうかに依存して、上下方向の軸６１に対して垂直にグルー
プ分けされている。
【００２９】
　図３に示された実施形態において、医用記録を表すボックスは、臨床注記６２、看護記
録６３、撮像データ（画像データ）のセット（心電図データ６４、胸部Ｘ線撮像データ６
５、そして心エコー図データ６６）、撮像計測データのセット６７、そして検査結果デー
タのセット６８を表しているボックスを具備する。以下の説明において、第一の提示パネ
ル５０における医用記録６２～６８に対する言及は、医用記録そのものと第一の提示パネ
ル５０におけるそれらの臨床注記を表すボックスとの両方を指すことがある。本実施形態
における図に示されたひし形は、患者へ薬剤の投与または任意の種類の薬剤投与における
変更を指す。それぞれの臨床注記６２は、患者と臨床医間の受診について、または例えば
検査またはその他の試験施設から受け取った検査結果に関するテキスト情報など任意のそ
の他適切なイベントまたは解析について、のテキスト情報を具備する。テキスト情報は、
提示パネル５０に示されていないが、個別のボックスとして、それぞれの臨床注記６２に
は示されている。それぞれの看護記録６３は、患者と看護師間の受診についてのテキスト
情報を具備する。その他の実施形態で、「医用注記」の用語は、「臨床注記」、「看護記
録」または任意の医用専門家によって記録された「医用注記」も含み得る。
【００３０】
　それぞれの臨床注記６２または看護記録６３は、関連付けられたある時間を少なくとも
一つ有し、例えば注記に記録された受診がいつ起こったのか、および／または、いつ注記
が記録されたのか、などである。臨床注記６２および看護記録６３は、それらの関連付け
られた時間に従って、時間ライン軸６０に対して位置付けられる。
【００３１】
　心電図（ＥＣＧ）データのセット６４は、データ取得が開始した時間の可能性がある、
関連付けられた時間でＥＣＧから収集されたデータを具備する。胸部Ｘ線撮像データ６５
のセットは、関連付けられた時間で胸部Ｘ線から収集されたデータを具備する。心エコー
図撮像データ６６のセットは、関連付けられた時間で心エコー図から収集される。ＥＣＧ
データ６４、胸部Ｘ線撮像データ６５、心エコー図撮像データ６６のそれぞれは、それら
の関連付けられた時間に従って、タイムライン軸６０に対して位置付けられる。このデー
タは、主に循環器疾患患者について関係がある。異なるタイプのデータは、例えば脳卒中
患者など、異なる臨床ケースについて表すことが出来る。
【００３２】
　例えば注記データは、単純に一例として含まれているだけであり、任意のその他の適切
なデータが、図３、７、９の表示パネルに含まれていることもある。
【００３３】
　例えば、注記は、様々な見出しの下で、または例えば主題（例えば、患者が深刻な苦痛
の状態にあるかどうか）、身体所見、検査データ、診断スタディ、評価そして計画など様
々なカテゴリにおいて、提供することが可能である。
【００３４】
　身体所見記録は、例えば生体信号（例えば、血圧、脈拍、酸素飽和値）、頭部および頸
部（例えば顔は左右対称か、脳神経に損傷がないか）、胸部（呼気延長の有無など、呼気
または吸入性質）、循環器系（例えば、第一および第二の心音が聞き取れるか、心雑音が
存在するか）、腹部（例えば、軟／硬、そして圧痛有／無、腸音の気質）、四肢（足の浮
腫みの有無）、神経系（例えば、患者が寝ている／起きているかどうか、そして覚醒し得
るかどうか）についての注記を含むことが出来る。
【００３５】
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　心臓病の例における検査データ注記は、例えばＰＴＴ、ＩＮＲ、ＢＵＮ、ＡＳＴ（アス
パラギン酸アミノ基転移酵素）、ＡＬＴ（アラニンアミノトラスフェラーゼ）、クレアチ
ニン、ナトリウム、そしてカリウム値に対する値を含むことが出来る。
【００３６】
　心臓病の例における診断スタディ注記は、例えば心筋シンチグラフィー検査や駆出率値
（ＥＦ）も含むことが出来る。
【００３７】
　評価と計画注記は、例えば、様々な病気または症状の有無がありそうか、そしてそのよ
うな病気または症状に関連して現在の、提案された、または可能性のある治療または処置
、についての注記を含むことが出来る。心臓病の例におけるその様な病気または症状は、
例えば、鬱血性心不全、心房細動、収縮機能障害、急性肺水腫、冠動脈疾患、虚血性心筋
症、尿路感染症、両側灌流、慢性閉塞性肺疾患、異常肝機能、高コレステロール血症、喫
煙疾患、低ナトリウム血症、深部静脈血栓症などを含むことが出来る。
【００３８】
　撮像計測６７は、例えば放射線科医によってまたはＸ線技師によってまたは自動で、撮
像データから収集されている計測データを具備する。図３において、撮像計測は、Ｘ線撮
像データ６５と心エコー図撮像データ６６から収集される。撮像計測６７のそれぞれのセ
ットは、それらの関連付けられた撮像データ６５、６６の様に同じデータについて収集さ
れ、それに応じてタイムライン軸６０に位置付けられる。
【００３９】
　検査結果データ６８は、例えば血液検査や尿検査など、検体検査の任意の適切なセット
の結果を具備することが出来る。検査結果データ６８のそれぞれのセットは、例えば検査
結果が取得されたおよび／または記録された、関連した時間を有する。検査結果データ６
８のセットは、それらの関連した時間に従い、タイムライン軸６０に対して位置付けられ
る。
【００４０】
　その他の実施形態で、任意のタイプのインジケータ（例えば、ボックス、ドット、また
はインジケータの任意の適切な形状）は、第一の提示パネル上の医用記録および／または
時間範囲の任意のタイプを表すために、使用することが出来る。例えば、インジケータは
、選択された投薬治療の投与に対する時間または時間周期を表すために、使用することが
出来る。
【００４１】
　タイムライン軸の任意の適切な提示を使用することが出来る。例えば、タイムラインは
、水平または垂直でも良い。実施形態には、タイムライン軸上に示された時間周期におけ
る全ての医用記録が表示されるものもある。その他の実施形態で、選択された医用記録ま
たは医用記録の選択されたタイプのみが示されても良い。提示パネルは、ユーザが表示用
に特定の医用記録または医用記録のカテゴリを選択することが可能な様にして、構成され
ていて良い。例えば、図３に関して、ユーザは、撮像またはその他を隠しながら、投薬治
療または検査結果のみを表示するように選択することが可能である。
【００４２】
　第二の提示パネル５２は、結果表を具備する。結果表は、それぞれの行が異なる検査結
果を表している複数の行７０と、それぞれの列が検査結果の収集された時間を表している
（例えば日付）複数の列７２とを具備する。第二の提示パネル５２は、そのため、第一の
提示パネル５０（タイムラインビュー）の提示から異なるタイプの提示（結果表）を具備
する。第一の提示パネル５０においてボックスとして表されている検査結果のセット６８
は、第二の提示パネル５２において結果表で表すことが出来る。
【００４３】
　その他の実施形態で、結果表は、任意の適切な数字データを表すことが可能である。結
果表は、例えば血液検査や尿検査の結果など、検査結果を表すことが出来る。また結果表
は、例えば血圧など、患者の生体信号に関連しているデータを表すことが出来る。更に結
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果表は、例えば撮像計測など計測を表すことも出来る。代わりにまたは追加で、その結果
表または表示に含まれても良い結果表は、投薬治療の表を具備することも出来、その表は
、例えば投薬治療の投薬が与えられるべきである場合に、一回分の投薬量と時間または時
間周期とを含むことが出来る。
【００４４】
　図３において、利用可能な検査結果データのサブセットは、任意で一度に表示される。
それ以上の検査結果は、第二の提示パネル５２を垂直にスクロールすることによって、収
集出来る。それ以降の日付についての検査結果は、第二の提示パネル５２の列７２を水平
にスクロールすることによって、収集できる。
【００４５】
　第三の提示パネル５４はプロットであり、本実施形態においては血中塩化物計測のプロ
ットである。第三の提示パネル５４の横軸８０は時間を、縦軸８２は血液（ｍＥｑ／Ｌ）
の１リットル当たりの塩化物のミリグラム当量における血中塩化物を示している。血中塩
化物のそれぞれの計測は、プロット上の個別の点８４によって表されている。第三の提示
パネルは、ユーザが検査結果のリストから選択するためのドロップダウンメニュー８６を
使用することで、血中塩化物から異なる検査結果まで、表示された検査結果を変更するこ
とが可能な様にして、構成されている。その他の実施形態において、ユーザは任意の適切
な選択方法を使用して、どの結果をおよび／またはタイムスケールをおよび／またはプロ
ットに対する範囲を、示すかについて選択することが出来る。例えば、ユーザは、検査結
果に打ち込んで表示しても良い。ユーザは、第三の提示パネルを水平にスクロールして、
異なる日付に対する結果を表示しても良い。
【００４６】
　第三の提示パネル５４は、結果として第一の提示パネル５０（タイムライン）や第二の
提示パネル（結果表）のデータ提示とは異なる、データ提示の更なるタイプ（プロットま
たはグラフと呼ばれても良い）を提供する。検査結果６８の単一のセットは、データ提示
の異なるタイプにおいて違う様に表すことが出来る。
【００４７】
　第四の提示パネル５６はプロットであり、本実施形態においては血圧計測のプロットで
ある。第四の提示パネル５６の横軸９０は時間を、縦軸９２はミリメートル水銀柱（ｍｍ
Ｈｇ）における血圧を示している。血圧計測は、プロット上に点９４、９５によって表さ
れている。第四の提示パネルは、ユーザが生体信号のリストから選択するためのドロップ
ダウンメニュー９６を使用することで、血圧から異なる生体信号まで、表示された生体信
号を変更することが可能なようにして、構成されている。その他の実施形態において、ユ
ーザは任意の適切な選択方法を使用して、どの生体信号をおよび／またはタイムスケール
をおよび／またはプロットに対する範囲を、示すかについて選択することが出来る。
【００４８】
　第五の提示パネル５８は、患者についての特定データを示し、本実施形態においては患
者名、生年月日、そしてＩＤ番号を具備する。その他の実施形態において、任意の適切な
特定情報が示されて良い。
【００４９】
　その他の実施形態において、提示パネルの任意の組み合わせが表示出来る。示された提
示パネルは、提示パネルの二つ以上の異なるタイプを含むことが出来る。例えば、示され
た提示パネルは、タイムライン、結果表、結果リスト、チャート、プロット、グラフ、時
間にわたる傾向グラフ、テキスト談話、患者特定データの表示、撮像データの表示、患者
のタイムラインイベントのコレクション（例えば、入院日、手術日など）、レポートドキ
ュメント（例えばｐｄｆファイル）など、二つ以上を含むことが可能である。一つ以上の
パネルは、例えば、撮像データについてのオーバーレイ、注釈、または計測など、オーバ
ーレイまたは注釈を含むことが出来る。オーバーレイまたは注釈は、例えばスキャンデー
タなど、ローデータまたはその他のデータの分析に基づいて作成された、追加データを具
備することが出来る。それぞれの提示パネルは、患者に関する、表示データ用の任意の適
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切なデータ提示を具備することが出来る。
【００５０】
　提示パネルは、表示スクリーン１６上に、または任意の適切な表示スクリーンまたは複
数の表示スクリーン上に、任意の適切な配置で、配置されていて良い。実施形態の中に、
提示パネルは、初めデフォルト配置で配置されているものがある。実施形態の中に、ユー
ザが、例えばパネルを開くまたは閉じることによって、またはパネルを別の位置へと移動
またはサイズ変更することで、デフォルト配置を変更することが出来る。
【００５１】
　デフォルト配置は、ユーザへのデータの標準化された提示を提供するために、選択され
ることが可能である。デフォルト配置は、少なくとも初めは、標準化されたビューでユー
ザが常に患者を観察する様に選択されて良く、ユーザがデータの標準化された提示のナビ
ゲーションに次第に慣れてくる。
【００５２】
　再び図２のフローチャートに戻り、ステージ３４でユーザは第一のビューについての医
用記録を示し、本実施形態においては第一の提示パネル５０である。ユーザは、カーソル
１００を使用して、医用記録にカーソルを合わせることで、第一の提示パネル５０につい
ての医用記録を選択する。本実施形態で、カーソル１００は、矢印によって表されている
。その他の実施形態では、任意のタイプのカーソルが使用されて良い。
【００５３】
　更なる実施形態において、任意の適切な方法が、医用記録を選択するために使用するこ
とが可能である。例えば、医用記録は、タッチスクリーンに触れることで、またはタッチ
スクリーン上で任意の適切なジェスチャをすることで、選択することが出来る。医用記録
は、記録間のタブ入力（ｔａｂｂｌｉｎｇ）によって、選択することも出来る。医用記録
は、任意の適切なアクションを実行することで、選択することも出来る。ここで任意の適
切なアクションとは、例えばカーソルを合わせるアクション、クリック、ドラッグ、タッ
チ、スワイプ、ジェスチャ、音声入力、キーボード入力、マウス入力、視線追跡、または
記録識別子の入力のうちの少なくとも一つを具備するアクションである。
【００５４】
　図３の実施形態において、選択された医用記録は、２０１６年４月２８日木曜日の関連
付けられたデータを有する、検査結果のセット６８である。選択回路２６は、検査結果の
セット６８のユーザ選択を受信する。
【００５５】
　ステージ３６で、検査結果のセット６８の選択に応答して、ハイライト回路２８は、検
査結果のセット６８の全ての関連性を探し出すために、その他のビューを探索する。その
他の実施形態において、ハイライト回路２８は、検査結果６８のいくつかの関連性のみを
探索することが出来る。いくつかの実施形態において、探索は、現在開いていない一つ以
上のパネルにわたって探索することと、また現在表示されていない場合であってもパネル
に含まれる可能性のある中身の探索することと、を含むことがある。
【００５６】
　本実施形態において、その他のビューとは、提示パネル５２、５４、５６、５８である
。ハイライト回路２８は、任意の提示パネル５２、５４、５６、５８のうち、検査結果の
セット６８の一部であるか、または関連する情報を含むかどうかを決定する。その他の実
施形態において、ハイライト回路２８は、提示パネル５２、５４、５６、５８の任意の一
つ以上のパネルを探索するように構成されていることがある。実施形態の中には、ユーザ
がどの提示パネルを探索するかの選択をしても良い。
【００５７】
　ハイライト回路２８は、検査結果のセット６８に関連する情報を含む提示パネル５２お
よび５４を決定する。提示パネル５２の結果表は、２０１６年４月２８日に収集された検
査結果のセットの少なくともいくつかを表す列７２を含む。提示パネル５２のプロットは
、検査結果のセット６８の一部であるデータ（図３において、血中塩化物レベル）を表す
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データ地点８４を具備する。
【００５８】
　図２のステージのステージ３８で、ハイライト回路２８は、記録が見つけ出されたデー
タにおけるそれぞれのビューにおける検査結果のセット６８からデータのコンテキストを
どのように表示するかを決定する。任意の適切な表示方法が使用出来る。例えば、データ
は、文字色の変更、背景色の変更、テキスト形式の変更（例えば、太字化、イタリック体
化、または活字書体の変更）、インジケータの使用（例えば、ポインタ、ボックスまたは
バルーン）、アニメーションの使用、既存機能のアニメーション化、またはインジケータ
またはその他の特徴のオーバーレイ、することによって、ハイライトすることが出来る。
例えば、フラッシュ、パルス、時間にわたる色の変更、時間にわたるスタイルの変更、イ
ンジケータの移動など、任意の適切なアニメーション効果がハイライトするために使用す
ることが出来る。
【００５９】
　本実施形態において、ハイライト回路２８は、提示パネルの表示を一つも移動させるこ
と（例えば、提示パネルのスクローリングまたはズーミング）を含まない、表示方法のみ
を選択する。ハイライトは、そうでなければデータ提示および／またはデータ位置を変更
させることなく、適用される。
【００６０】
　本実施形態で、ハイライト回路２８は、コンテキストを表示させる三つの方法を決定す
る。ハイライト回路２８は、選択された検査結果６８に関係するデータ地点８４が、デー
タ地点８４でパルスを点滅させることによりハイライトされるべきである、ということを
決定する。ハイライト回路２８は、選択された検査結果６８に関係する結果列７２が、適
切な結果列７２のボックスの外枠を描くことで、ハイライトされるべきである、というこ
とを決定する。ハイライト回路２８は、提示パネル６２の結果表における血中塩化物と提
示パネル５４のプロットにおける血中塩化物の値の表示との間の関係が、ハイライトされ
るべきかをも決定することが出来て、その様なハイライトを提供するためのインジケータ
を提示することが出来る。
【００６１】
　ステージ４０で、ハイライト回路は、検査結果の選択されたセット６８に関係する情報
のコンテキストを表示するために、提示パネル５２と提示パネル５４とを更新する。
【００６２】
　ハイライト回路２８は、図３に円１０２で表されている点滅パルスを使用することによ
り、検査結果の選択されたセット６８の一部であるデータポイント８４をハイライトする
。ハイライト回路２８は、結果列７２のボックスの外枠を実線１０４で描いて提供するこ
とで、検査結果のセット６８の一部である結果を含む、結果列７２をハイライトする。ハ
イライト回路２８は、所望された場合に、提示パネル５４のプロット上と提示パネル５２
の結果表における対応する項目とに、検査結果のセット６８からの血中塩化物結果を示す
インジケータを提供することが可能である。この様に、複数の提示領域において特徴とな
る部分をハイライト表示した場合には、ハイライト回路２８は、複数の提示領域の残りの
提示領域において、対応する特徴（或いは当該特徴部分を含む情報）の表示形態を、連動
して変化させる。
【００６３】
　実施形態の中には、ハイライト回路２８は、例えば第一の提示パネル５０において選択
された医用記録を表している箱の色を変更することにより、選択された医用記録をハイラ
イトもする。
【００６４】
　実施形態には、ハイライト回路２８は、選択された医用記録に関する情報を含む提示パ
ネルをハイライトするが、例えばその様な情報を含むそれぞれのパネルの色を変更するこ
とで、またはその様な情報を含むそれぞれのパネルの外枠を描くことで、ハイライトする
ものがある。
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【００６５】
　その他の実施形態で、ハイライトする任意の適切な方法は、選択された医用記録に関す
る任意の適切なデータをハイライトするために、使用可能である。
【００６６】
　更なる実施形態において、任意の提示パネルの任意の特徴は、ステージ３４で選択する
ことが可能であるが、本実施形態における様に医用記録の表示ではない可能性がある。例
えば、選択回路２６は、少なくとも一つの数値、数値範囲、少なくとも一部のテキスト入
力、時間、少なくとも一部の結果表、少なくとも一部の医用注記、少なくとも一部の医用
記録、のうちの任意のユーザによる選択を受信することが出来る。任意の提示パネルのう
ちの任意の特徴は、ハイライト回路２８によってハイライトすることが出来る。例えば、
少なくとも一つの医用データのデータアイテム、少なくとも一つの数値、少なくとも一つ
の数値範囲、スケールまたはスケールの一部、少なくとも一部のテキスト入力、時間、少
なくとも一部の結果表、少なくとも一部の医用注記、少なくとも一部の医用記録である。
【００６７】
　特徴または複数の特徴は、選択回路２６によって受信された選択に対する特徴の一部、
またはそうでなければ特徴に関する、データをそれぞれ有することが出来、ハイライト回
路２８によってハイライトされる。選択されたまたはハイライトされたそれぞれの特徴は
、医用記録の一部または全てを表す、提示パネルの任意の一部であっても良い。
【００６８】
　図１から３までに関して上で説明された実施形態は、異なる提示エリアにわたる照合す
る臨床データ記録を、自動的にハイライトするためのグラフィカルユーザーインターフェ
ースを提供する。アプリケーションは、異なるフォーマットと異なるコンテキストにおけ
る独自に特定された臨床データ記録の表示を含むことが出来る、臨床情報を表す提示ビュ
ー（例えば、パネル）で構成されている。
【００６９】
　ユーザは、関心の記録を選択することが出来る（例えば、記録にカーソルを合わせるま
たはダブルクリックすることで）。システムは、異なる提示ビューにおいて見える様な、
同じ臨床データ記録から、または記録に対応する、データの任意の外観を自動的にハイラ
イトすることが出来る。ハイライトは、例えばアニメーションや、またはテキストのスタ
イルを変更することであって良い。
【００７０】
　異なるビューでデータのハイライトを提供することにより、提示パネルにおいて表され
た医用データは、ユーザによってより簡単に使用出来るようになることがある。
【００７１】
　病院システムにより、所定の患者について記録されたデータ量が増加するにつれて、ユ
ーザにとって（例えば臨床医）、利用可能なデータを操作することは難しくなることがあ
る。ユーザは、沢山の異なる電子ドキュメントを開いて読まねばならず、そうでなければ
要求された情報を収集するためそれぞれのドキュメントに目を通さなければならないかも
しれない。
【００７２】
　マルチパネル臨床レビュー表示は、例えば「ダッシュボード」と呼ばれることがあり、
一度にいくつかの異なるタイプの提示をユーザが見ることを支援することが出来る。初期
の選択された特徴に関する特徴のハイライトを提供することにより、ユーザに、選択され
た特徴のコンテキストを通知することが出来る。例えば、図３に示された場合において、
ユーザには、提示パネル５０のタイムラインにおける検査結果のセット６８を選択する開
始点から、如何に検査結果６８が提示パネル５２の結果表におけるその他の検査結果のコ
ンテキストへと適合するか、そして如何に検査結果のセット６８からの個別の検査結果の
それぞれが提示パネル５４における検査結果の時間変化へと適合するかについても、示さ
れる。なお、上記開始点は、検査結果のセット６８が時間軸上においてどこで発生したの
か、をユーザが見て取れる地点である。
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【００７３】
　図１から３までに関して上で説明された方法を使用することで、臨床医が重大なコンテ
キスト情報を見落とす可能性を減らすことが出来る。情報にアクセスするスピードを増加
させることも出来る。臨床医は、より素早く情報を獲得しおよび／またはより迅速な臨床
決定が出来るようになる。臨床医は、ハイライトのために、異なる提示パネルにおける同
じまたは対応するデータの提示をより簡単に結び付けられるようになる。臨床医は、例え
ば新しい提示パネルなど、新しいコンテキストを見る際に、関心の記録を再度見つけ出す
必要がなくなる。
【００７４】
　図１から３までに関して上で説明された方法は、様々なソースからデータを表示するた
めに使用することが出来る。データは、異なるデータソースを有することがある。一貫性
のある提示における異なるソースおよび／またはフォーマットを有するデータを表示する
ことにより、例えば臨床医など、ユーザの理解がより容易になるだろう。装置は、異なる
ソースからおよび／または異なるフォーマットでのデータに、ハイライトすることにより
結び付けられて良く、これによりユーザが本質的に異なるデータを容易に結び付けること
を可能になる。
【００７５】
　図３の実施形態で、データは、提示パネルを別の方法で変化させることなく、提示パネ
ルにおいてハイライトされる。ハイライトの提供により、ユーザにとって更に分かりづら
い提示をする可能性のある変化を生じさせることなく、データの提示を結果として増強す
ることが出来る。ユーザは、特定の特徴をハイライトするためのハイライトの追加のみで
、ユーザらがもともと見る予定になっていた、または見るために選んだディスプレイを見
ることが出来る。ハイライト機能は、ユーザによって選択された任意の表示上に提供され
て良い。
【００７６】
　図１から３までに関して上で説明された方法は、膨大な量の情報が利用可能な臨床的コ
ンテキストにおいて、および／または瞬時に分析されなければならないデータにおける臨
床的コンテキストにおいて、使用することが可能である。
【００７７】
　実施形態の中に、図１から３までの方法は、例えば心臓麻痺、その他の心血管イベント
、または脳卒中を患ったことがあると疑われる患者についてのデータを観察するために使
用されることが出来る。提示パネル５０のタイムラインは、例えば二、三時間など、短い
時間で表示するよう構成されている可能性がある。この様な短い時間で、大量のデータ（
例えば、撮像、実験結果（ｌａｂ　ｔｅｓｔｓ）、そして臨床注記）が、患者について取
得され得る。
【００７８】
　超急性状況（例えば脳卒中）において、特定の治療の選択肢のために時間は拘束される
。例えば、アルテプラーゼなど、血栓溶解剤の使用は、脳卒中症状の発現から３．５時間
以内に施されることがある。従って、もし、早急にこの治療が適当であると決定すること
が、重要になるかもしれず、そうでなければ、患者は極めて効果的な処置をされる可能性
から除外されてしまうかもしれない。
【００７９】
　特徴のユーザ選択を受信し、その他の提示パネルにおける対応する特徴をハイライトす
ることにより、臨床医は、データをより素早く操作することが出来る。スピードは、脳卒
中の治療においてとりわけ重要なことがある。ゴールデンアワー（ｇｏｌｄｅｎ　ｈｏｕ
ｒ）（脳卒中兆候の発現後１時間）以内に治療を施すことが、肝要な可能性がある。
【００８０】
　別の実施形態において、方法は、心臓病学に使用される。更なる実施形態で、図１から
３までの方法は、腫瘍学に使用される。提示パネル５０のタイムラインは、例えば週や月
など、より長い時間に設定することが出来る。
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【００８１】
　腫瘍学において、患者は、通常最初の診断的調査の間に段階分けされる可能性がある。
その段階とは、撮像、実験結果、生体組織検査、そして場合によっては遺伝子検査の組み
合わせを含み得る。段階の情報は、治療計画の際に役立てるために使用することが出来る
。段階の情報は、後のフォローアップレビューで使用されて良い。フォローアップレビュ
ーは、治療後数週間または数カ月に起こる可能性がある。フォローアップレビューは、特
定の癌に対処する際、特定の治療経過（ｔｈｅｒａｐｙ　ｐａｔｈｗａｙ）に効果があっ
たかどうかを確認するために、使用することが出来る。柔軟なタイムライン提示を有する
ことで、異なる時間周期でも簡単に比較精査が出来るようになるかもしれない。
【００８２】
　選択とハイライトのいくつかの例が、図３に関して上で説明された。選択およびハイラ
イトの更なる組み合わせを説明する本実施形態が、図４および８、９に関して以下に説明
される。
【００８３】
　図４は、図４の実施形態が複数の提示パネル１１０、１１２、１１４、１１６、１１８
を具備し、複数の異なるビューにおける医用データの表示を図示している。
【００８４】
　提示パネル１１０は、複数の医用記録６２、６３、６５、６６、６７、６８を示してい
るタイムラインビューである。
【００８５】
　提示パネル１１２は、臨床注記の表である。臨床注記の簡略版が図４に示されている。
実際の臨床注記は、もっと長くより詳細なこともある。列１２０は、それぞれの臨床注記
の日付と時刻を示す。列１２２は、臨床注記を記録した臨床医を示す。列１２４は、臨床
注記の説明文を示している。
【００８６】
　提示パネル１１４は、血中塩化物の結果のプロット表である。提示パネル１１６は、血
圧の結果のプロット表である。提示パネル１１８は、情報を識別する患者を示している。
提示パネル１１０、１１４、１１６、１１８は、図３の提示パネル５０、５４、５６、５
８と同じである。
【００８７】
　図４の実施形態において、ユーザは、カーソル１００が提示パネル１１２上に示された
臨床注記のうちの一つにおける生体信号計測に対する表示にカーソルを合わせる操作を使
用することで、提示パネル１１２の生体信号計測に対する参照先を指し示す。
【００８８】
　選択回路２４は、生体信号計測の選択を受信する。生体信号計測は、対応する記録の時
間を有し、「タイムスタンプ」と呼ばれ得る。ハイライト回路は、時間ベース表示を示す
その他のパネル上に記録の時間をハイライトし、そのハイライトされた記録の時間は、図
４における実施形態で、提示パネル１１０におけるタイムラインビューおよび、提示パネ
ル１１４と１１６とのプロット表である。記録の時間は、時間において同じ地点で異なる
臨床データの比較についての、その他の時間ベースパネル上にハイライトされる。
【００８９】
　記録の時間は、点線１２６を使用して、それぞれの提示パネル１１０、１１４、１１６
に図示されている。その他の実施形態で、任意の適切なインジケータが記録の時間を示す
ために使用され得る。
【００９０】
　本実施形態において、ハイライト回路２８は、点線ボックス１２８を使用することで生
体信号計測が表されている臨床注記をハイライトし、下線を引くことで生体信号計測その
ものをハイライトする。
【００９１】
　その他の実施形態において、ハイライト回路２８は、生体信号計測を描写する提示パネ
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ル１１６のプロット表上に点もハイライトすることが出来る。ハイライト回路２８は、提
示パネル１１０のタイムライン上に生体信号計測を具備する臨床注記６２をハイライトす
ることも出来る。
【００９２】
　更なる実施形態において、提示パネルのうちの任意の一つにおける任意の適切な特徴の
任意の選択することにより、提示パネルのうちの任意のその他において、関連付けられた
時間または時間範囲のハイライトを生じさせることが出来る。例えば、提示パネル１１０
における医用記録の選択により、提示パネル１１４および／または１１６のプロット表に
おいて、当該医用記録と関連付けられた時間のハイライトを生じさせることが出来る。提
示パネル１１４および／または１１６のプロット表における点の選択によって、提示パネ
ル１１０のタイムラインにおいて、当該点と関連付けられた時間のハイライトを生じさせ
ることも出来る。選択された時間に対応する臨床注記は、提示パネル１１２においてハイ
ライトされている可能性がある。
【００９３】
　実施形態の中に、選択されたアイテムと全く同じ時間を有する特徴のみがハイライトさ
れるものがある。その他の実施形態で、近いまたは関連する時刻を有する特徴がハイライ
トされても良い。例えば、提示パネル１１０における医用記録の選択について、ハイライ
ト回路３８は、選択された医用記録の時刻と時間において最も近い、提示パネル１１２に
示されている臨床注記のうちの一つをハイライトすることが出来る。
【００９４】
　ある状況下で、互いに関連付けられている医用記録は、全く同じ時刻よりも近い時刻で
記録されている可能性がある。例えば撮像データは第一の時刻で取得され、計測は第二の
時刻で撮像データから収集され、注記は第三の時刻で医用データについて書かれ、撮像結
果は第四の時刻で報告される可能性がある。またある状況下で、一つの関連づけられた時
刻（例えば、あれらの注記の記録の時刻と関連づけられた臨床注記）を有する特徴をハイ
ライトすることは、その他の提示パネルにおいてハイライトされる予定の異なる時間（例
えば、臨床注記が関連する、撮像データのセットの時刻）を生じさせることがある。
【００９５】
　いくつかの実施形態で、選択された特徴は、医用記録と関連付けられた時間ではない時
間ベースのパネル（例えば、提示パネル１１０）のうちの一つについての時間である。選
択された時間は、その他の時間ベースのパネルについてハイライトされていて良い。
【００９６】
　実施形態に、ユーザは、例えばマウスをクリックしドラッグすることにより、時間ベー
スのパネルのうちの一つにおける時間範囲を設定するものがある。選択された時間範囲は
、その他の時間ベースパネルについてハイライトされている。実施形態に、ハイライト回
路２８は、時間ベースのパネルのうちの異なる一つについての時間範囲の選択に依存して
、時間ベースのパネルの一つ以上のスケールを変更するよう構成されている。一実施形態
において、選択回路２６は、提示パネル１１０における時間範囲の選択を受信し、提示パ
ネル１１４と１１６とが選択された時間範囲のみを示すように、それらのパネルのプロッ
ト表のスケールを変える。
【００９７】
　異なるパネルに対応する時刻を示すことにより、ユーザは異なるパネルでデータを操作
することがより容易になっていることに気付くであろう。ユーザは、何が同時に起こって
いるかについて示されることにより、特定の医用記録または医用記録の一部のコンテキス
トを理解することが出来る。
【００９８】
　図５は、図４の様に、同じ提示パネル１１０、１１２、１１４、１１６、１１８を示し
ている。図５の実施形態において、選択回路２６は、提示パネル１１０のタイムライン上
の臨床注記６２の選択を受信する。
【００９９】
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　選択に応答して、ハイライト回路２８は、提示パネル１１２の臨床注記表示についての
対応する臨床注記を特定する。同じ臨床注記は、異なるデータ提示を使用して、提示パネ
ル１１０と１１２とに示されている。
【０１００】
　図４の実施形態において、対応する臨床注記が提示パネル１１２の臨床注記表示上に見
えない場合が時々起こるが、このことは、臨床注記の一部のみが使用可能であることを示
す。
【０１０１】
　従って、ハイライト回路２８は、点線ボックス１３０と関連性のある臨床注記をハイラ
イトすることに加えて、関係性のある臨床注記が見える様にして、提示パネル１１２の臨
床注記表示をスクロールする。スクローリングする動作は、矢印１３２で表されている（
実際にディスプレイには表示されず）。
【０１０２】
　その他の実施形態において、任意の適切な動作が、選択された特徴に対応するデータを
表示するために、提示パネルのうちの任意の一つについて実行することが出来る。例えば
、色付け、アウトライン、またはテキストスタイルのハイライトされた使用の代わりにま
たは追加で、ディスプレイは、スクロール、パン、ズームすることが出来る。表示は、パ
ネルの中心に関連性のあるデータが位置するように、スクロールされるまたはパンするこ
とが出来る。代わりに、ディスプレイは、関連性のあるデータを見えるようにするために
、最低限可能な動作を使用して、スクロール、パン、またはズームすることも出来る。例
えば、提示パネルの臨床注記表示は、必要な臨床注記が提示パネル１１２の丁度一番上に
来るまで、スクロールダウン出来る（または、必要な臨床注記が提示パネル１１２の丁度
一番下に来るまで、スクロールアップ出来る）。
【０１０３】
　図５の実施形態において、タイムライン上の臨床注記にカーソルを合わせる上で、パネ
ル１１２は、パネル１１２における臨床注記を見えるようにするために、自動的にスクロ
ールし、またアニメーションによる縁取りの可能性もある、縁取り１３０で自動的にハイ
ライトする。
【０１０４】
　その他の実施形態において、任意の提示パネルは、関連性のあるデータを示すために、
自動的にスクロールすることが出来る。例えば、提示パネル１１４と１１６とのプロット
表は、適切なデータ地点を示すために、水平にスクロール出来る。提示パネル１１２のタ
イムラインは、その他の提示パネルのうちの一つについて選択されている特徴に関連性の
ある医用記録を示すために、水平にスクロールすることが可能である。
【０１０５】
　図６は、提示パネル１１０、１１２、１１４、１１６、そして１１８と同様だが、異な
る時間の範囲を表す複数の提示パネル１４０、１４２、１４４、１４６、１４８を示して
いる。提示パネル１４４は、提示パネル１１４中に示された検査結果とは異なる検査結果
（血小板数）を示している。
【０１０６】
　図６の実施形態において、提示パネル１４０のタイムラインにおいてカーソル１００を
使用して検査記録６８にカーソルを合わせる上で、同じ記録に属する臨床注記がハイライ
トされる。選択に応答して、ハイライト回路２８は、検査記録６８をリファレンスに検索
し、提示パネル１４２の臨床注記におけるテキストリファレンスと提示パネル１４４のプ
ロット表におけるデータ地点とを見つけ出す。
【０１０７】
　ハイライト回路２８は、テキスト文字を囲む領域１５０の背景色を変更することにより
、テキスト文字をハイライトする。本実施形態において、臨床注記におけるテキスト文字
がハイライトされている。その他の実施形態において、全体的な臨床注記がハイライトさ
れ得る。しかし、全体的な臨床注記の代わりにまたは追加でテキスト文字をハイライトす
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ることにより、臨床医は提供されたデータを操作することが容易になることを発見する可
能性がある（特に、実際の臨床注記は図６に示された臨床注記よりもずっと長い可能性が
ある）。実施形態には、自然言語処理が臨床注記または臨床注記の一部に基づく出力につ
いてのテキストを生成するために、使用されることが出来る。
【０１０８】
　ハイライト回路２８は、点滅パルスを使用することで、提示パネル１４４におけるデー
タ地点をハイライトしても良く、図６に円１０２によって表されている。
【０１０９】
　図７は、複数の提示パネル１６０、１６２、１６４、１６６、１６８を示している。提
示パネル１６０は、図４の提示パネルのタイムラインと同様のタイムラインビューを示す
。提示パネル１６２は、図４の提示パネル１１２の臨床注記と同様の臨床注記を示す。
【０１１０】
　提示パネル１６４は、撮像計測のプロット表を示しており、図７においては下大静脈（
ｉｎｆｅｒｉｏｒ　ｖｅｎａ　ｃａｖａ：ＩＶＣ）直径のプロット表である。提示パネル
１６４は、関連付けられた時間をそれぞれが有している三つのデータ地点１７４、１７６
、１７８を示す。
【０１１１】
　提示パネル１６６は、複数の薬剤のプロット表を示している。投与されたそれぞれの薬
剤に対する時間の長さは、提示パネル１６６上にバー１７０として示す。一つの薬剤の一
回の投与は、点１７２として示す。提示パネル１６８は、患者特定情報を示し、図４の提
示パネル１１８と同様である。
【０１１２】
　図７の実施形態で、ユーザは、カーソル１００を使用して提示パネル１６４のグラフビ
ューにおけるデータ地点１７４にカーソルを合わせる。カーソル１００がデータ地点１７
４にカーソルを合わせた際に、ハイライト回路２８は、データ地点１７４にリンク付けら
れたデータを含むテキストをハイライトする。当該データ地点１７４は、テキストを含む
領域１５０の変更された背景色によって、ハイライトされている。リンク付けられたテキ
ストをハイライトすることにより、ユーザが提示パネル１６２の臨床注記の関連部分を伴
う提示パネル１６４のプロット表を容易に相互参照することを、可能にするだろう。
【０１１３】
　更に、カーソル１００がデータ地点１７４にカーソルを合わせた際に、ハイライト回路
２８は、データ地点１７４に関連づけられた（例えば、近傍する）メッセージ１８０を提
供する。メッセージ１８０は、データ地点１７４の選択に応答してバルーン方式で現れる
が、ツールチップと呼ぶことが出来る。その他の実施形態で、メッセージ１８０を表示す
る任意の方法を使用することが出来る。メッセージは、臨床注記からリンク付けられたデ
ータを含むテキストを具備する。
【０１１４】
　メッセージ１８０をツールチップとして提供することは、ユーザにリンク付けられたテ
キストを観察するための使いやすいフォーマットで提供することが出来る。メッセージ１
８０をツールチップとして提供することにより、残りの臨床注記を見ることなく、臨床注
記の関連部分をユーザが観察することを可能にし、時間短縮に繋がる可能性がある。実施
形態の中に、例えば臨床注記についてのパネルが開かれていない場合でも、ツールチップ
またはその他のメカニズムを使用して、臨床注記の関連部分が表示されて良いものがある
。
【０１１５】
　ハイライト回路２８は、その他と異なるデータ地点１７４を表示することにより、選択
されたデータ地点１７４も、ハイライトする。これによりユーザは、どのデータがハイラ
イトされた臨床注記を参照にしているかを特定出来る。図７の実施形態において、選択さ
れたデータ地点１７４は、その他のデータ地点１７６、１７８よりも更に大きなデータ地
点として、ハローで表示される。
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【０１１６】
　図８は、図９に関連して述べられている、更なる実施形態のプロセスを描いているフロ
ーチャートである。
【０１１７】
　図８のプロセスのステージ２１０で、表示回路２４は、メモリ２０から医用データを受
信する。医用データは、複数の医用記録を具備する。
【０１１８】
　ステージ２１２で、表示回路２４は、複数の提示ビューで医用データのいくつかを表示
する。これは図９の提示パネル１６０、１６２、１６８を含み、図９に図示されていない
その他のパネルも含むことが出来る。例えば、表示されたパネルは、図７の提示パネル１
６４と１６６と同様の提示パネルを含むことが出来る。
【０１１９】
　ステージ２１４で選択回路２６は、提示パネル１６２における医用記録の選択を受信す
るが、本実施形態では臨床注記２００である。選択は、ユーザが臨床注記２００をクリッ
クすることにより、もたらされる。その他の実施形態で、ユーザは、臨床注記２００の一
つ以上のキーワードをクリックする可能性があり、またはそうでなければ臨床注記２００
の少なくとも一部を選択する可能性がある。
【０１２０】
　ステージ２１６で、ハイライト回路２８は、臨床注記２００における複数のキーワード
を特定する。それぞれのキーワードは、例えば計測されたパラメータの名前を具備する。
それぞれのキーワードは、例えば一単語、単語、フレーズ、または略語の組み合わせを具
備することが出来る。図９の実施形態で、キーワードは、ＩＶＣ直径（下大静脈）、ＬＤ
Ｖｄ（左室拡張末期径）、ＰＧ形成（血漿グルコース形成）である。
【０１２１】
　ハイライト回路２８は、それぞれのキーワードの周りの領域１５０に色付けすることに
より、それぞれのキーワードをハイライトする。ハイライト回路２８は、点線ボックス２
３２を使用して選択された臨床注記２００もハイライトする。
【０１２２】
　ステージ２１８で、ハイライト回路２８は、それぞれの特定されたキーワードに対する
個別の新しい提示パネル１８０、１８２、１８４を生成する。表示回路２４は、表示スク
リーン１６に新しい提示パネル１８０、１８２、１８４のそれぞれを表示する。図９に表
された新しい提示パネル１８０、１８２、１８４の生成は、複数の矢印２３０によって図
９に表されている。複数の矢印２３０は、図示する目的で図９に示されており、本実施形
態における表示スクリーン１６にユーザに対して実際に表示されるものではない。
【０１２３】
　提示パネル１８０は、図７の提示パネル１６４の縮小版であり、時間に対するＩＶＣ直
径のプロット表を示している。提示パネル１８０のプロット表は、三つのデータ地点１７
４、１７６、１７８を含む。提示パネル１８２は、時間に対する左室拡張末期径（ＬＤＶ
ｄ）のプロット表であり、四つのデータ地点１９０、１９２、１９４、１９６を含む。提
示パネル１８４は、時間に対する薬剤のプロット表であり、時間に渡るＰＧ形成の投与を
表す一本のバー１７０と、一回でのフェブリク錠の投与を表す一地点１７２とを示す。
【０１２４】
　図８のステージ２２０で、ハイライト回路２８は、新たに生成された提示パネル１８０
、１８２、１８４における選択された臨床注記のテキストをどうやって表示するかを選択
する。
【０１２５】
　ステージ２２２で、ハイライト回路２８は、選択された臨床注記２００のコンテキスト
を表示するための提示パネル１８０、１８２、１８４を更新する。本実施形態において、
ハイライト回路２８は、点１７４、１９０、バー１７０をハイライトし、そのそれぞれは
、選択された臨床注記２００においてリファレンスにされたパラメータに対する値に関連
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する。
【０１２６】
　実施形態の中に、ハイライト回路またはその他の処理リソースは、臨床注記またはその
他の医用記録の文字、文またはその他の内容からの情報を決定するように構成され、第二
またはその他の提示パネルについての少なくとも一つの特徴のハイライトは、当該決定さ
れた情報または当該決定された情報から導出された特徴をハイライトして表示することを
具備する。
【０１２７】
　上での説明において、医用データは、任意の患者またはその他の被検体に関する臨床デ
ータまたは検索データの任意の形式を含むことが出来る。医用は、獣医学を含むことが出
来る。
【０１２８】
　上で説明された実施形態の側面は、任意の適切な組み合わせで、組み合わせることが可
能である。例えば、提示パネルの任意の適切な組み合わせは、任意の適切なデータ提示に
おいて任意の適したデータを表示するために、使用することが可能である。一つの提示パ
ネルにおける任意の適切な特徴が選択されて良く、そしてもう一つの提示パネルまたはパ
ネルにおける任意の適切な特徴は、選択に応答してハイライトされて良い。選択された特
徴とハイライトされた特徴とは、同じまたは対応するデータを表していることもある。選
択された特徴は、医用記録の少なくとも一部を表すことが出来て、ハイライトされた特徴
は、異なるタイプのデータ提示を使用して医用記録の更なる少なくとも一部を表すことが
出来る。
【０１２９】
　上で説明された実施形態は、マウスを使用してカーソルを合わせるまたはクリックをす
る。しかし、代わりの実施形態では、任意の適した入力方法が使用されて良い。実施形態
の中には、提示パネルはタッチスクリーンに表示され、特徴の選択は、例えば、特徴を選
択するためにタッチスクリーンにジェスチャを使用することによるなど、タッチスクリー
ンをタッチすることによる。
【０１３０】
　特定の実施形態は、グラフィックユーザインターフェースシステムを提供する。このグ
ラフィックユーザインターフェースシステムは、異なるフォーマットにおける個別の臨床
注記（複数の注記）を表示する、提示ビューの収集を具備している。その中で、ユーザは
第一のビュー内で臨床記録アイテムを示すことが出来る。またシステムは、ビュー内の記
録のコンテキストを示すための、少なくとも一つの更なるビューでアップデートすること
で応答する。
【０１３１】
　ユーザは、第一のビュー内で臨床注記アイテムを示すための事象またはタッチジェスチ
ャを使用して良い。ユーザは、第一のビュー内で臨床記録アイテムを示すためのテキスト
として、記録識別子を入力して良い。記録のコンテキストは、パン、ズーム、またはスク
ロールすることで、記録があることが可視化出来るように、その他のビューにおいて示さ
れて良い。記録のテキストは、第一のビュー内の臨床記録アイテムをリファレンスにする
テキストをハイライトすることで、その他のビューにおいて示されて良い。記録のテキス
トは、第一のビューに記録のタイムスタンプを使用して、その他のビューについての日付
そして時間インジケータを表示することにより、示されて良い。
【０１３２】
　本明細書では特定の回路が説明されたが、代替的な実施形態においては、これらの回路
の一つ以上の機能性が単一の処理リソースまたはその他構成要素によって提供されること
も可能であり、あるいは単一の回路によって提供される機能性が二つ以上の処理リソース
またはその他の構成要素の組み合わせで提供されることも可能である。単一回路への言及
は、多数の構成要素が互いに離れているか否かにかかわらず、単一の回路の機能性を提供
する多数の構成要素を包含し、複数回路への言及は、複数の回路の機能性を提供する単一
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の構成要素を包含する。
【０１３３】
　特定の実施形態が説明されたが、これらの実施形態は単に一例として提示されているだ
けであり、本発明の範囲を限定することを意図としていない。実際、本明細書に説明され
た新規の方法およびシステムは、他の様々な形態で実施されてもよい。さらに、本明細書
に記載される方法およびシステムの形態において、様々な省略、置換、および変さらが本
発明の趣旨から逸脱することなく行われてもよい。添付の特許請求の範囲およびその均等
物は、本発明の範囲内に入るそのような形態および修正形態を含むように意図されている
。
【符号の説明】
【０１３４】
　１０…医用データ提示装置
　１２…計算装置
　１６…表示スクリーン
　１８…入力装置
　１２…計算装置
　２０…メモリ
　２４…表示回路
　２４…表示回路
　２６…選択回路
　５０、５２、５４、５６、５８…提示パネル
　６０…時間ライン軸
　６２…医用記録
　６５…胸部Ｘ線撮像データ
　６６…心エコー図撮像データ
　６４…ＥＣＧデータ
　６５…胸部Ｘ線撮像データ
　６６…心エコー図撮像データ
　６７…撮像計測
　６８…検査結果データ
　８６、９６…ドロップダウンメニュー
　１００…カーソル
　１１２、１１４、１１６、１１８、１１０…提示パネル



(21) JP 2018-181340 A 2018.11.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(22) JP 2018-181340 A 2018.11.15

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(23) JP 2018-181340 A 2018.11.15

【図９】



(24) JP 2018-181340 A 2018.11.15

10

フロントページの続き

(72)発明者  ミッシェル　ルイーズ　デービス
            イギリス国、　エジンバラ　イーエイチ６・５エヌピー、　アンダーソン・プレイス　２、　ボニ
            ントンボンド　キヤノンメディカルリサーチヨーロッパ内
(72)発明者  ユアン　ロバートソン
            イギリス国、　エジンバラ　イーエイチ６・５エヌピー、　アンダーソン・プレイス　２、　ボニ
            ントンボンド　キヤノンメディカルリサーチヨーロッパ内
(72)発明者  ジョン　ズロフスキー
            イギリス国、　エジンバラ　イーエイチ６・５エヌピー、　アンダーソン・プレイス　２、　ボニ
            ントンボンド　キヤノンメディカルリサーチヨーロッパ内
(72)発明者  狩野　佑介
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　キヤノンメディカルシステムズ株式会社内
Ｆターム(参考) 4C117 XB01  XB04  XE13  XE15  XE17  XE37  XG03  XG06  XG25  XG36 
　　　　 　　        XG45  XK07  XL22  XM01  XM02 
　　　　 　　  5L099 AA23 



专利名称(译) 医疗数据呈现设备和医疗数据呈现程序

公开(公告)号 JP2018181340A 公开(公告)日 2018-11-15

申请号 JP2018075849 申请日 2018-04-11

[标]发明人 ジョンズロフスキー
狩野佑介

发明人 ミッシェル ルイーズ デービス
ユアン ロバートソン
ジョン ズロフスキー
狩野 佑介

IPC分类号 G16H10/00 A61B5/00

CPC分类号 G06F3/04845 G06F3/04847 G16H10/60 G16H15/00

FI分类号 G06Q50/24 A61B5/00.D G16H10/00

F-TERM分类号 4C117/XB01 4C117/XB04 4C117/XE13 4C117/XE15 4C117/XE17 4C117/XE37 4C117/XG03 4C117
/XG06 4C117/XG25 4C117/XG36 4C117/XG45 4C117/XK07 4C117/XL22 4C117/XM01 4C117/XM02 
5L099/AA23

代理人(译) 河野直树
井上 正
肯·鹈饲

优先权 15/484575 2017-04-11 US

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：与具有不同格式的医疗数据同时以适当的显示形式同时
显示的传统情况相比，显示具有高可用性和效率的数据。 根据本实施例
的医疗数据呈现设备包括获取单元，显示单元，接收单元和控制单元。
获取单元获取与对象的多个属性相对应的多个医疗数据。显示单元针对
每个属性对多个医疗数据进行分类，并在为每个属性分配的多个呈现区
域中显示每个医疗数据。接收单元在多个呈现区域中的至少一个中接收
来自用户的至少一个特征的输入。控制器，响应于所述至少一个输入的
功能，比接受输入，突出特征的呈现区域之外的呈现区域中的至少一
个。 发明背景

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/46149f23-0e70-452c-94a6-b7745a40f489
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063711570/publication/JP2018181340A?q=JP2018181340A

